
 

 

 

「中小企業のための電子帳簿保存法電子取引データ・電子インボイス保存対応術」 

 

【主な内容】 

○全事業者が強制適用になる電子取引データの保存制度とは 

○電子インボイスも保存の対象 

○電子取引データのプリントアウト保存は認められない 

○費用をかけずに改ざん等を生じさせない社内体制の整備と進め方 

 

記 

日  時  令和5年12 月11 日（月） 午後2 時～4 時 

会  場  北部会館3階 会議室（名護市宇茂佐の森5-2-7）   【定員30名】 

受 講 料  会 員  無 料 ／ 非会員(一般市民) 1,000円  

講  師  税理士 古河 晃洋 先生 （名護パートナーズ税理士事務所） 

申込方法  下記申込書に記入のうえ、ＦＡＸにて本会までお申込み下さい。【電話、ﾒｰﾙでの申込可。】 

※定員に達し次第締め切り致します。 

お問合せ （公社）沖縄北部法人会  

【名護市宇茂佐の森5-2-7 TEL（0980）54-3120／FAX（0980）50-9053】 

E-mail info@okihokuhoujin.com 

以上 

 

電子帳簿保存法研修会参加申込書 

令和5年  月  日 

※各社２名以内のご参加まで 

※参加申込書にご記入頂いた情報は、会員確認及び当研修会に関する連絡のみに利用致します。 

法人名 
 

電話  

氏 名 
 

参加人数(計      名) 


